別記様式第3号（第5条関係）
	
	
	
	
	

	車両登録証（甲）

（搬入車両ちょう付用）
	
北見市　 　　
廃棄物処理場　　 
車両登録証　　

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	７センチメートル
	

	登録番号　 　　　　　
車両番号　　 　　　　
登録期間　　　 　　　

年　 月　 日から
年　 月　 日まで

北見市長　　　　　　　
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（注）搬入車両運転席右側ガラス窓にはり付けること。





車両登録証（乙）
（搬入車常備用）
	
	
	
（計量カード）
事業所名　　　　　　　　　　　　　　　
車両番号　　　　　　　　　　　　　　　
登録　　　　年　　月　　日から
期間　　　　年　　月　　日まで
北見市
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	５センチメートル

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	９センチメートル
	
	

	
	
	
	
	


（注）廃棄物の搬入時に必ず係員に提示すること。
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